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　４月６日、７日の２日間「新入社員研修」を開催しました。この研修会は飯能信用金庫と連携し、埼玉
県産業振興公社の主催で毎年開催しています。当日は県内事業者より26名が参加し、社会人としての心
構えや基本的なビジネスマナー、ビジネスコミュニケーション等を実践的に学びました。

※詳しくはハローワークへお問い合せ下さい。

◦令和４年４月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
◦令和４年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
◦年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

新入社員研修を開催しました。

　本年度は、未来創造（The future is now）をスロー
ガンに活動してまいります。
　私は青年部活動の本質は、街づくり、人づくり、
仲間づくりの３つにあると考えます。
　第一に街づくりですが、自社の発展だけでなく、
同時に自分の住む街、活動する街の発展も同時に
考えていかねばなりません。
　第二に、人づくりですが、日進月歩、世界の変
化は日々速くなってきています。今までのやり方
や常識が通用しなくなってきています。日々変わ
りゆく世界について勉強し、情報を共有し、仲間
をつくり、お互いに切磋琢磨して、知識や技術を
高めると同時に、心も高めていく必要があります。
　第三に、仲間づくりですが、青年部活動では、
損得勘定抜きに、付き合う事が出来る仲間がいま
す。本年度は、会員拡大にも力を入れていきます。
　青年部は50歳までのメンバーで構成された団体
です。興味のある方は、是非、青年部の門を叩い
てください。
　青年部を、皆様の経済活動を高める場として、
自己研鑽の場として、そして楽しい場となるよう
一年間活動してまいります。
　どうぞよろしくお願いいたします。

青年部
会 長
谷脇　道生

（令和４年6月1日～7月11日）

青年部令和４年度会長紹介

令和4年雇用保険料率のご案内
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和４年３月30日に国会で成立しました。
令和４年４月１日から令和５年３月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。

• 令和４年４月から、事業主負担の保険料率が変更になります。

• 令和４年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。

• 年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

＜令和４年度の雇用保険料率＞

負担者

事業の種類

①
労働者負担
（失業等給付・
育児休業給付の
保険料率のみ）

② ①＋②
雇用保険料率事業主負担 失業等給付・

育児休業給付の
保険料率

雇用保険二事業
の保険料率

一般の事業 3/1,000 6.5/1,000 3/1,000 3.5/1,000 9.5/1,000

（３年度） 3/1,000 6/1,000 3/1,000 3/1,000 9/1,000

農林水産・
清酒製造の事業 4/1,000 7.5/1,000 4/1,000 3.5/1,000 11.5/1,000

（３年度） 4/1,000 7/1,000 4/1,000 3/1,000 11/1,000

建設の事業 4/1,000 8.5/1,000 4/1,000 4.5/1,000 12.5/1,000

（３年度） 4/1,000 8/1,000 4/1,000 4/1,000 12/1,000

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

（事業主の方へ）

※

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する
事業については一般の事業の率が適用されます。

LL040330保01

○令和４年４月１日 ～ 令和４年９月３０日

負担者

事業の種類

①
労働者負担
（失業等給付・
育児休業給付の
保険料率のみ）

② ①＋②
雇用保険料率事業主負担 失業等給付・

育児休業給付の
保険料率

雇用保険二事業
の保険料率

一般の事業 ５/1,000 8.5/1,000 ５/1,000 3.5/1,000 13.5/1,000

農林水産・
清酒製造の事業 ６/1,000 9.5/1,000 ６/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000

建設の事業 ６/1,000 10.5/1,000 ６/1,000 4.5/1,000 16.5/1,000

○令和４年１０月１日 ～ 令和５年３月３１日

令和４年度雇用保険料率のご案内

※

（枠内の下段は令和３年度の雇用保険料率）

（赤字は変更部分）

労働保険の年度更新手続並びに
一般拠出金の申告・納付について

　労働保険（労災保険・雇用保険）の令和3年度確定
保険料と令和4年度概算保険料及び石綿健康被害救
済法の一般拠出金の申告・納付手続を行っていただ
く時期となりました。
　申告書・納付書は5月末に発送する予定です。同
封の記入例（申告書等の記入方法）を参考に作成の
うえ、7月11日までに提出してください。
　詳しくは、コールセンターまたは埼玉労働局労
働保険徴収課にお尋ねください。
コールセンターの開設期間は5月30日～7月22日
になります。
 ◦コールセンター　　TEL 0120-165-180
 ◦埼玉労働局労働保険徴収課
　　　　　　　　　　 TEL 048-600-6203
※�当初労働保険事務組合をご利用の事業所様は過
日ご案内のとおりです。
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（株）日立製作所グループ会社 73

デイサービスセンター

山手なの花館

短時間運動特化型デイサービス

元気アップ倶楽部飯能

デイサービスセンター

山手せせらぎ館

居宅介護支援事業所

山手介護支援館

福祉用具販売とレンタル

介護ショップ山手

飯能市指定山手介護

紙おむつ支給事業所

元気の
ビタミン！

デイサービスセンター TOWA  GROUP

山手介護株式会社 973-0303
 代表取締役会長兼社長　加 藤   清

飯能商工会議所では、
障がい者アート協会の
主旨に賛同し毎月、創
作作品を紹介していき
ます。
紹介することで、著作
物利用料・創作活動応
援費として経済的支援
につながります。
作品のご活用は、ＳＤ
Ｇs17の 目 標 の う ち、
8･9･10の３点達成に
向けた取り組みとなり
ます。
会員の皆様で趣旨に賛
同される方は、是非ご
活用ください。

アナログで超のんびり
絵を描いています。
画材が好きです。絵の
具や色鉛筆、マーカー
などなど…いろんな色
を楽しんでいます。
よろしくお願いします。

一般社団法人障がい者アート協会　ホームページ　https://www.borderlessart.or.jp/

「きらきらみどり」� こすらはなえ（東京都在住）

５月25日（水）が口座振替日です。

飯能商工会議所会費口座振替のお知らせ

　ご指定口座より振替えさせていただきますので、円滑に処
理できますよう、ご協力をお願い申し上げます。

5月1日㈰～6月30日㈭ PayPay最大25％戻ってくるキャンペーン

13日㈮ 10時～ 働き方・労務相談※

6日㈮ 16時～ 正副会頭会議

11日㈬ 13時～ 事業承継・譲渡・廃業相談※

12日㈭ 9時30分～ 税務・インボイス制度導入等相談※

12日㈭ 16時～ 常議員会

16日㈪ 10時～ 特許・商標・著作権相談※

16日㈪ 13時～ 日本政策金融公庫相談会※

20日㈮ 13時30分～ 経営法律相談

25日㈬ 16時～ 第69回通常議員総会

28日㈯、29日㈰ 第20回飯能新緑ツーデーマーチ

10日㈫、26日㈭ 埼玉県よろず支援拠点無料経営相談★

※相談会は事前予約が必要になります。
★ の出張相談所は直接
　　　　　　「よろず支援拠点窓口」　TEL：0120-973-248へお申込下さい。

　今月の予定� 令和4年（2022年）5月

飯能商工会議所
ホームページ

http://www.hanno-cci.or.jp/
e-mail：info@hanno-cci.or.jp

飯能商工会議所 検索
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